
 

 
平成３１年３月２８日 

トラック輸送における取引環境・労働時間改善新潟県地方協議会 

事務局 厚生労働省 新潟労働局 

国土交通省 北陸信越運輸局 新潟運輸支局 

公益社団法人新潟県トラック協会 

 

 運送事業者と荷主企業の認識に温度差 

「新・標準運送約款、働き方改革を踏まえた取組状況に関する調査」の結果を取りまとめました 

   

運転者不足に対応し、輸送の生産性向上や物流の効率化を進め、必要な物流機能を安定的に確

保するためには、関係者が連携して取り組んで行くことが重要ですが、「標準貨物自動車運送約

款」改正から約１年が経過するなか、「新・標準運送約款、働き方改革を踏まえた取組状況に関

する調査」を実施しました。 

その結果、①標準貨物自動車運送約款の認知度 ②運転者の長時間労働の抑制に向けた国の取

組に関する認知度 ③運賃・料金を別建てで収受していない等、運送事業者と荷主企業の認識に

温度差があり、制度改正などに関する情報も共有されていない実態が見受けられました。 

当協議会では、こうした実態を関係者間で理解・共有するとともに、働き方改革実現に向けた

取組を引き続き進めて参ります。 

 

※調査結果の概要は別添のとおりです。全体版は新潟運輸支局ホームページをご覧ください。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/unnsou/news/H31.3.28.pdf 

 

※参考：トラック輸送における取引環境・労働時間改善新潟県地方協議会について 

トラック運送事業の長時間労働の抑制に向けた環境整備に取り組むため、平成２７年７月に、

厚生労働省新潟労働局、国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局及び公益社団法人新潟県トラッ

ク協会が設置したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

北陸信越運輸局新潟運輸支局 輸送・監査部門 

             小松、大川 

TEL：025-285-3124 FAX：025-285-0473 




























